
◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
（平成一八年六月二一日法律第九一号）   

一、提案理由（平成一八年四月一八日・参議院国土交通委員会） 

○国務大臣（北側一雄君） ただいま議題となりました高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国においては、諸外国に例を見ないほど急速に高齢化が進展していること、障害

者が社会の様々な活動に参加する機会を確保することが求められていること等から、高

齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することが大変重要となってお

ります。 

 平成六年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関す

る法律、いわゆるハートビル法が制定されました。また、平成十二年に高齢者、身体障

害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆる交通バリ

アフリー法が制定されました。それ以降、建築物、公共交通機関及び公共施設のバリア

フリー化につきましては着実に進展しているところでありますが、本年は交通バリアフ

リー法施行五年後の見直しの年に当たり、より総合的、一体的な法制度を構築すること

により、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の

利便性及び安全性の向上を図ることが必要となっております。 

 このような状況を踏まえ、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための各般

の施策を総合的に講じるため、ハートビル法及び交通バリアフリー法を統合、拡充した

この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、主務大臣は、移動等の円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等の

円滑化の促進に関する基本方針を定めることとしております。 

 第二に、公共交通機関の旅客施設及び車両並びに一定の道路、路外駐車場、公園施設

及び建築物について、新設又は改良時に移動等の円滑化のために必要な一定の基準に適

合しなければならないこととしております。また、既存のこれらの施設についても、当

該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしてお

ります。 

 第三に、市町村は、移動等の円滑化を図ることが必要な一定の地区について、基本方

針に基づき、移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を

作成することができることとしております。この際、高齢者、障害者等の計画段階から

の参加の促進を図るため、基本構想の作成に関する協議等を行うための協議会制度、基

本構想の作成を高齢者、障害者等が市町村に対し提案することができる制度等を設ける

こととしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上がこの法律案を提案する理由であります。 



 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、参議院国土交通委員長報告（平成一八年四月二八日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案は、高齢者、障害者等の円

滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策の総合的な推進のため、

主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、

市町村が定める重点整備地区における高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得た、

旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備の推進等の措置を講じようと

するものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、大阪府及び兵庫県への

委員派遣を行ったほか、移動等円滑化の対象となる者及び施設の明確化とその拡大、特

定事業計画の策定・実施及び技術的・財政的支援、バリアフリーに関する意識啓発と人

材育成等の諸課題について質疑が行われました。 

 本法律案に対しては、民主党・新緑風会、日本共産党及び社会民主党・護憲連合を代

表して山下理事より、障害者の対象範囲の明確化や移動等円滑化の進展状況の公表の義

務付け等を内容とする修正案が提出され、原案及び修正案に対する質疑が行われました。 

 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 

 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年四月二七日） 

 政府は、高齢者、障害者等を含めて誰もが自由かつ安全に移動し、あらゆる分野の活

動に参加する機会を与えられるべきであるというノーマライゼーションの理念の下に、

本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期す

べきである。 

一、バリアフリー化の進展に向けて、国、地方公共団体、事業者及び国民は、それぞれ

の責務を有するとの本法の趣旨の周知徹底による意識啓発を図るとともに、バリアフ

リー・ボランティア等の人材の育成等ソフト面についても充実を期し、ハード、ソフ

ト両面あいまった施策を継続的に講じていくこと。 

  なお、本法に規定する「障害者」については、身体障害者のみならず、知的・精神

障害者、発達障害者を含むすべての障害者を対象として、その運用に当たること。 

二、基本構想に基づく特定事業計画の作成・実施の状況について適時調査を行い、その

公表を行うとともに、施設の構造又は設備に起因する高齢者、障害者等の事故につい

ての情報の把握に努め、施設の機能の適切な維持・管理及びスパイラルアップが図ら



れるよう努めること。 

三、建築物、旅客施設等の事業特性及び地域の実情に応じた計画的な施設整備のため、

実施体制に問題を有する施設管理者や厳しい財政状況にある地方公共団体に対し、実

効性ある支援措置を講じるよう努めること。 

四、災害時の避難所として使用される学校等の施設のバリアフリー化が促進されるよう

関係行政機関との連携を強化すること。また、バリアフリー化が必要な施設には、ホ

テルの客室等も含めるよう検討すること。 

五、国は、施設設置管理者に対し、高齢者、障害者等の車いすの使用を正当な理由なく

拒否すること等が起こらないよう指導すること。また、鉄軌道駅ホーム等における転

落防止等のための可動柵の設置等安全上の措置が講じられるよう努めること。 

六、ハートビル法と交通バリアフリー法の一本化に伴い、関係行政機関の対応窓口のワ

ンストップ化等高齢者、障害者等からの相談等に適切に対応するよう努めるとともに、

重点整備地区におけるバリアフリー化の推進に当たっては、福祉施策との連携が図ら

れるよう関係行政機関は協調・協力すること。 

  右決議する。 

三、衆議院国土交通委員長報告（平成一八年六月一五日） 

○林幹雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関

する施策を総合的に推進するための措置等を定めるもので、その主な内容は、 

 第一に、主務大臣は、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めること、 

 第二に、施設設置管理者は、旅客施設、特定道路、特定路外駐車場、特別特定建築物

等の新設等を行うときは、当該施設等を移動等円滑化基準に適合させなければならない

こと、 

 第三に、市町村は、移動等円滑化を図ることが必要な重点整備地区について、基本方

針に基づき、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作

成することができること 

などであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十九日に本委員会に付託され、六月七

日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。九日質疑に入り、十三日

参考人からの意見聴取及び横浜市における移動等円滑化の取り組み状況等の視察を行い、

十四日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決いたしました結果、本案は全会一致

をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月一四日） 



 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 憲法で保障されている権利の趣旨を踏まえて、高齢者、障害者等が自由かつ安全に

移動し、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる

べきであるとの認識の下、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び

安全性の向上の促進を図ること。 

二 高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図

る必要性を念頭に置きつつ、適切に指導を行うこと。また、地域の判断により災害が

発生した場合に公衆の避難の用に供される特定建築物が特別特定建築物に追加するこ

とが可能であることを踏まえ、適切に措置すること。さらに、バリアフリー化が必要

な施設にホテルの客室を位置づけるよう検討すること。 

三 地方公共団体が責務として移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう

努めるに当たり、総合的かつ計画的に行うよう、適切に指導すること。 

四 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を

講じようとするときは、可能な限り高齢者、障害者等の意見を反映させるために必要

な措置を講ずるよう、公共交通事業者等を適切に指導すること。 

五 移動等円滑化に係る措置が講じられた施設を高齢者、障害者等が利用する場合にお

いて、公共交通事業者等や特定建築物の所有者、管理者又は占有者が、標準形電動車

椅子、ハンドル形電動車椅子その他の高齢者、障害者等が移動のために用いる用具を

使用することを正当な理由なく拒むことのないよう、適切に指導すること。 

六 高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設における高齢者、

障害者等の生命又は身体に係る事故のうち、当該施設の構造又は設備に起因するもの

に関する情報の把握に努めること。 

七 毎年、特定事業計画の作成・実施の進展の状況に関し必要な調査を行い、その結果

を公表すること。 

八 エレベーター、エスカレーターその他の移動円滑化のために整備された設備におけ

る高齢者、障害者等の事故を防止するため、必要な措置を講ずるよう、施設設置管理

者を適切に指導すること。また、車両とプラットホームの段差の解消を促進するとと

もに、プラットホームにおける視覚障害者の転落を防止するため、ホームドア、ホー

ム柵その他の設備の設置に努めるよう、鉄道事業者を適切に指導すること。さらに、

プラットホームにおける高齢者、障害者等の事故に関する情報の把握に努めること。 

九 建築物が改造により移動等円滑化基準を満たさなくなることのないよう、特定行政

庁が適切に建築主等を指導するとともに、適切に立入検査を行い、違反者に対し厳正

に対処するよう指導すること。 

十 移動等円滑化を推進するため、適切な支援措置を講ずるよう努めること。また、交

通バリアフリー法に基づく指定法人が実施してきた事業が、引き続き行われるよう、



所要の措置を講ずるよう努めること。 

十一 移動等円滑化基本構想の作成を促進するため、市町村を適切に指導すること。 

 


